
令和8年度版

恵庭市　花と緑・観光課

＊3月

『助成金に関する案内』の送付

※5月29日（金）までに ・助成金交付申請書（様式第１号）

『助成金交付申請書』を提出 ・恵庭市花のまち並み推進事業助成要綱

・助成金交付申請書（様式第１号）

・事業計画書、収支予算書、前年度の収支決算書

・役員及び構成員名簿（学校を除く）

・規約等の写し（学校を除く） ＊6月中旬（審査）

・事業実施の位置図 『助成金交付決定通知書』の送付

・助成金交付決定通知書（様式第２号）

・実績報告書（様式第４号）

＊11月30（月）日までに

『実績報告書』を提出

・実績報告書（様式第４号）

　作業終了後、速やかにご提出ください。

（決算書・事業に係る領収書もご提出ください） ＊11月中旬（10月中に実績報告を提出された団体）

＊12月中旬（11月中に実績報告を提出された団体）

『助成金交付額確定通知書』の送付

・助成金交付額確定通知書（様式第５号）

＊「確定通知書」受領後、 ・助成金交付請求書（様式第６号）

　　ただちに『請求書』を提出

・助成金交付請求書（様式第６号）

（口座名義人、口座番号等、お間違えのないように）

　提出が遅くなりますと12月中に振込みが出来ません。

＊請求書提出後概ね2週間後

『助成金』の交付

　

（助成対象者）　　　　町内会、商店会などの団体、学校

恵庭市花のまち並み推進事業助成金の手続きについて

（目　　　的）　　美しいまちづくりのために自主的に取り組む事業の必要経費を助成し、花のまち並みづくりを推進する

（助成対象路線）　　　景観形成に資すると認められる道路又は河川整備区域内にある道路。（※概ね200ｍ以上）

                                   ※花壇がある場合は、200m未満でも対象となることがありますので、相談願います。

（助成対象公園）　　　景観管理に資すると認められる公園。（花壇1面単位での申請）

助成金の受領
（振込通知書は送付しませんので、通帳にてご確認下さ
い）

（助成対象経費）　　　花苗、緑化木、プランターなどの購入経費

（助成の額など） 　　　助成対象経費の２分の１以内であって、年度につき４０万円を限度とし、予算の範囲で決定

　　　　　　　　　　　※公園花壇の助成額は1面あたり2万円を限度とする。

（助成決定者の役割）　花苗・緑化木等の植栽、散乱ごみの収集、除草その他の清掃美化活動など

（例年の活用状況）　　植樹帯・植樹桝において植栽活動するため、花苗購入費を申請している

町内会や各団体

提 出

提 出

提 出

・令和8年度より、請求書への押印が不要となりました。

・請求書の日付は確定通知書受領後の日付となります。受領前の日付を記入しないよう

お願い致します。

交 付


